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開会 午前１０時００分 

○議長（阿部 寛治） おはようございます。 

  本日は全員出席で開議は成立いたします。 

なお、本日は広報ささぐり担当者の写真撮影を許可しております。 

  ただいまから、令和５年第１回篠栗町議会定例会を開会いたします。 

  本日の会議を開きます。 

  本日の日程は、タブレットに掲載の議事日程のとおりでございます。 

  これより日程に従い議事を進めます。 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により議長において、１２番、荒

牧泰範議員、１番、岩下勝正議員を指名いたします。 

  日程第２、会期の決定の件を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日から３月１３日までの１３日間にしたいと思います。 

  これに異議はございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 

したがいまして、会期は、本日から３月１３日までの１３日間に決定いたしまし

た。 

  日程第３、議案の上程を議題といたします。 

  本定例会に提出されております議案は、議案第３号から議案第２９号までの計２

７議案でございます。 

  それでは、議案第３号から議案第２９号までを一括議題といたします。 

  町長に一括して、提案理由の説明を求めます。 

  三浦町長。 

○町長（三浦 正） 皆さん、おはようございます。 

  本日、令和５年第１回定例会を招集いたしましたところ、公私ともご多忙の中、

ご出席賜り、誠にありがとうございました。 

寒い冬も終わり、今日から３月でございます。草木の芽吹きを実感する春がやっ

てきました。もうすぐ、篠栗の山々が１番映える濃淡色とりどりの緑に包まれる季

節となることでしょう。 

  それでは、令和５年度の施政方針について、しばらくお時間をいただき述べたい
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と思います。 

  ロシアによるウクライナへの軍事侵攻からはや１年が経過いたしました。国際秩

序は混迷から脱したとは言いがたく、いつ、どこで何が勃発してもおかしくないよ

うな状況が続いております。我が国の周辺諸国においても同様でございます。ウク

ライナ・ロシアともに、多くの尊い人命が失われている現実を我々も直視しなけれ

ばなりません。 

  １９８６年３月２５日に非核・恒久平和宣言をしている篠栗町として、この戦争

の早期解決と全人類の願いであるはずの世界平和と国際秩序の維持を願って、日本

国として世界平和のためにさらなる力を発揮するよう、国に求めてまいります。     

新型コロナウイルス感染症の拡大の恐怖に立ち向かった３年間がもうすぐ終息し

ようとしております。３月１３日からマスクの着用は個人の判断に委ねられること

になり、５月８日には感染症法の位置づけが２類から５類へ移行されることも決定

いたしました。いよいよWITHコロナの時代に入ってまいります。 

  篠栗町において、ワクチン接種に御尽力いただきました町内医療機関の先生方に

改めて深甚なる敬意を表しますとともに、ワクチン接種に対して、御理解をいただ

き積極的に接種を受けていただきました町民の皆様に感謝いたします。 

  今後も、国の方針に則り、新型コロナウイルス感染症がインフルエンザと同じレ

ベルの病気として、しっかりと町民の皆様の意識に浸透するよう、町としても、う

がいやこまめな手洗いなど、日々の備えについての広報をしっかりと継続してまい

ります。 

  そうしたなか、福岡県町村会では、昨日開催されました定期総会において、

「我々を取り巻く環境は、変異を繰り返す新型コロナウイルス感染症流行の長期化、

国際情勢の不安定化に伴う経済の低迷、物価高騰など、国民生活及び社会経済活動

に極めて深刻な影響をもたらしている。加えて、近年多発する自然災害に鑑み、コ

ロナ対策をはじめ、災害からの復旧・復興の支援対策の充実に努めるとともに、住

民の生活、財産を守るために、防災、減災対策のさらなる推進を図り、安全・安心

な暮らしの確保とコロナ禍・コロナ後社会を見据えた社会の構築を国と地方が総力

をあげて取り組んでいかなければならない。今後も、町村が自主的自律的に様々な

施策を展開しうるよう、地方５団体等関係団体とも協調しながら、総意を結集して

全力を尽くす決意」であるとして、 

１、デジタル田園都市国家構想交付金等を拡充し、デジタルを活用した地域活性

化と地方創生のさらなる推進を図ること。 
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１、情報通信基盤とネットワークの一層の整備をはじめとするデジタル化施策を

積極的に推進すること。 

１、地域から脱炭素化を図ること。 

など、１７項目の決議を行いました。 

私は、１月３日の西日本新聞朝刊の春秋の「全国１,７００余りの自治体を、国は

どういう未来へ連れていくのか。」という文章を受けて、１月４日仕事始め式で職員

に次のことを話しました。「国に連れていってもらう時代はもはや終わったのではな

いか。いまや各省が、商店の店先よろしく、こぞって色々な新しい品揃えを試みます。

そうしたなかから、私たちは、感度いいアンテナを張りめぐらし、我が町に合った政

策や、国が支援する事業を取り込んで、篠栗町フォームにカスタマイズして、先進事

例をつくり上げる。もう他の自治体の事例を追うときではない気がしています。 

私の敬愛する稲盛和夫氏は、盛和塾という勉強会のなかで、「中小企業の社長は、

まず、社員とその家族の生活を守らないかん。その上で、社業の発展のために、『ど

真剣に』仕事に取り組まないかん」と、度々力強く話します。一方私たち（役場職

員）は、町民の皆様の納税のおかげで、今の立場を将来にわたって安定的に維持する

ことを約束されている身です。町長が、従業員１７０名の会社「篠栗町」の経営者と

すれば、いの一番に頭に置かなければいけない職員とその家族の生活の安定は、町民

の皆様が考えてくれている。これほどありがたいことはない。そう考えるならば、

「私は、そして私たち篠栗町に奉職する職員は、これまで以上に『ど真剣に』仕事に

取り組む余力を持っているのではないか。今まで小出しにし過ぎているのではない

か」と思うに至りました。「全国１,７００余の自治体を国はどういう未来に連れて

いくのか。」の言葉を考えたとき、国に連れていかれなくてもいい、わが篠栗町が全

てにおいて先進地として、新たな取り組みを重ねていく。その力を十分に私たちは蓄

えてきた。これから数年は、それを一気に爆発させて「福岡県篠栗町ここにあり」と

全国にその名を轟かせるときがすぐそこまできている気がします。 

「カーボンニュートラルへの取組み」「都市計画区域内の積極的な開発」「少子

化に立ち向かう新たな扶養政策と教育政策」、そうした課題を皆さんとともに『ど真

剣』に考え、形にしていこうではありませんか。 

これまで以上に私は、職員の皆様に細かく発信し、新たな取り組みの可能性を投

げかけ、職員の皆さんとともに成功事例をつくり上げようと思います。 

２０２３年は篠栗町の「持続可能なまちづくり」から「間違いなく持続するまち

づくり」への元年としたいと考えます。今年１年どうぞよろしくお願いいたします。
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「何事も『ど真剣に』取り組みましょう。」と宣言いたしました。 

令和５年度から第７次篠栗町総合計画をスタートさせます。これからの５年間の

「まちづくり未来チャート」です。キーワードは、「人と人、人と自然がつながる喜

びのまち」です。第６次総合計画篠栗町の「篠栗みんなの羅針盤」として、５年間取

り組んできた成果や新たな課題を振り返り、新たな時代や社会状況に即した独創的と

実効性のある「未来チャート」として策定したものであります。子どもたちが親世代

となる２０年～３０年先も見据えつつ、篠栗町のまちづくりの「ビジョン」として、

今後のまちづくりの指針として策定したものであります。これからの５年間、町民の

皆様と一緒に、しっかりとかたちにしてまいりたいと考えますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

第２期篠栗町まち・ひと・しごと創生総合戦略の中心施策であります「篠栗北地

区産業団地開発事業」はいよいよ進出企業による工場建設工事が一部始まりました。

三つの工場が操業開始に向けて急ピッチで準備を進めています。個性ある様々な食品

系工業団地の形成と、それらを目当てに人の行き来を演出する未来志向のシンボルゾ

ーンが形成されることを楽しみにしております。今年の秋には第１回目の創業祭を行

い、人の行き来する新たな篠栗町のキーステーションとしての発信をスタートいたし

ます。本日、この機会に初めて「篠栗北地区産業団地」を「IRUGASAS（イルガー

サ）」と命名したことを発表いたします。今年度も引き続き、カーボンニュートラル

や、新たな農業に向けた取り組み、町民がしっかりと絆を深められるような自治会の

在り方への改革等、篠栗町の将来の道筋をつけるために、様々な取り組みを全力で推

進することとしておりますので、何卒よろしくお願いいたします。 

では、令和５年度事業について、課ごとに取り組もうとしているポイントを説明

いたします。 

まず、議会におかれましては、議会の活性化に向けた様々な取り組みに対し心か

ら敬意を表します。議会事務局におかれては、さらなる先進的な議会を目指して、情

報収集に力を入れ、今回の改選を機にさらに開かれた議会となるよう支援いただきた

いと願っております。また、一昨年新設の監査委員事務局も独立した機能をしっかり

と果たしていただいております。今後とも、丁寧かつ適正な監査と、各課の業務指導

をお願いできるものと思っております。 

総務費といたしまして、総務費では、総務課、財政課、財産活用課、まちづくり

課、会計課、税務課、収納課、住民課が関わっております。 

総務課では、自治会の活性化を図るための施策を検討することとしております。
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そのため、令和５年度は多様な立場の住民が参加して意見交換をする準備会議を立ち

上げます。また、災害対策・消防団機能の強化、充実を図り町民の安心・安全のため

の取組を更に進めてまいります。 

財政課についてでございます。財政課では、町で実施する全ての入札を電子入札

へと移行します。インボイス制度開始の対応をしっかりと行い、町の関係業者の皆様

に迷惑のかからないよう、まず、職員への研修を徹底いたします。また、町職員とし

て知っておくべき財政に関する基礎的な知識の習得を目指し、採用から３年目までの

職員を対象に実施します。 

財産活用課では庁用車の入替えに際して、電気自動車への転換を行います。また、

立体駐車場の管理委託の更新時期にあたり、現金でも支払えるように変更するなど、

利便性を高めます。マイナポータルを活用して町民の皆様の利便性の向上を図ります。 

まちづくり課においては引き続き、篠栗北地区産業団地におけるまちづくりのグ

ランドデザインの構築を進めて、秋の第１回創業祭をはじめ、様々な機会を設けてイ

ベントを行う体制づくりを進出企業や商工会観光協会と一緒に取り組みます。令和４

年度２億円を超えたふるさと寄附金は、返礼品のメニュー開発及び出店サイトの増強

を進め、３億８,０００万円、中期財政計画に基づく目標でございますが、それを目

標に推進いたします。 

会計課におきましては、指定金融機関窓口１名体制となりました。将来は、指定

金融機関からの要望の強い、窓口廃止も視野に入れた公金取り扱い手段の多様化を模

索してまいります。 

税務課・収納課につきましては、令和５年度開始する地方税統一QRコード利用に

よる納税への対応準備に取り組むなど、自治体DX推進の観点から、様々なキャッシュ

レス納税サービスを推進してまいります。また、確定申告における電子申告もさらに

推進いたします。 

住民課でございます。令和５年度は、田中区を中心として、庄区・新町区の一部

にわたる区域について、住居表示を実施いたします。また、２月１６日現在で、６８．

５％の交付率となっているマイナンバーカードの交付率１００％を目指し、休日開庁、

夜間開庁を継続して実質実施いたします。 

民生費、衛生費でございます。民生費、衛生費は福祉課、こども育成課、健康課、

都市整備課環境係が所管しております。 

福祉課におきましては、福岡工業大学との共同研究事業として、令和３年度から

開始している「ささぐり元気もん活動」を継続し、参加者の運動能力に応じたコース
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を分けた介護予防教室を実施いたします。 

こども育成課では、新たに定員１４０人規模の「認定こども園篠栗どろんこ保育

園」が開園し、一時預かり事業も行います。また、学校や家以外の子どもの居場所支

援のための「子どもの居場所支援事業」を新規に取り組むとともに、コロナで途絶え

ていた「放課後子ども教室」も再開いたします。あわせて、「家庭支援事業」として、

生活の支援、親子関係の構築に向けた支援事業をスタートいたします。 

次に、健康課について申し上げます。町民の皆様から希望の多かったオアシス篠

栗のお風呂を４月２６日から再開いたします。母子保健において子育て支援のさらな

る充実を目指し、出産・子育て応援交付金事業・産後ケア事業に取り組みます。新型

コロナウイルス感染症対策については、接種推進室を閉じ、母子保健係にて継続して

行ってまいります。 

都市整備課環境係が所管するカーボンニュートラルに向けた取組みを着実に展開

してまいります。令和５年度は、篠栗町脱炭素ロードマップの作成と公共施設へのオ

ンサイトPPA事業を急ぎます。町内でも徐々に増えつつある空き家対策を解消するた

めの条例も制定いたします。クリーンパークに建設予定の次期処理施設は、令和５年

度に業者を決定するというスケジュールで事業を進めるとともに、地元対策として行

う予定の周辺整備計画協議を固めてまいります。 

農林水産業費・商工費、所管であります産業観光課の取組みについて申し上げま

す。春らんまんハイキング２０２３年を開催いたします。また、林業振興のため、継

続事業として工事を行っておりました小葉山線林道が令和６年３月に開通することに

より、林業振興による萩尾地区の活性化を目指します。消費者行政については福岡県

消費者行政活性化基金事業を活用し、今後も「かすや中南部広域消費生活センター」

を拠点に、継続して相談者の対応に努めてまいります。商工観光係を充実し、さらな

る観光推進に努めてまいります。 

次に、都市整備課が所管しております土木費について述べます。和田・津波黒地

区の都市計画協議を完了させ、国道２０１号線沿線の開発が円滑に進むようにいたし

ます。災害対策のための水路改修工事の継続をはじめ、側溝整備や道路維持補修など、

例年どおりの取組みを行うこととしております。令和５年度も区からの要望を聞きな

がら優先順位を決めて実施いたします。 

教育費は、学校教育課、社会教育課が所管しております。学校教育課でございま

す。幼・保、小・中一貫教育と、共育、「共に教育する」の「育」でございますが、

共育（ともいく）の推進に取り組みます。教員の働き方改革につながる、生徒のスポ
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ーツ・文化活動の最適化を図るため、令和４年第４回定例会にて制定いたしました条

例に基づき、部活動の地域移行の推進を行います。小中学校におけるさらなるデジタ

ル教材の導入と、教員サポート体制の充実を図ります。 

社会教育課では、社会教育委員との連携を深め、青少年健全育成推進事業を体系

化し、年度を通して篠栗・勢門・北勢門校区が同じ方向性を持って取り組みを進めら

れるよう改革いたします。各種講演会や研修会、スポーツイベントなど、今後も感染

対策をしっかり講じて、大勢の町民の皆様に御参加いただけるよう努力してまいりま

す。 

上下水道課が所管しております水道事業において、令和２年度から施設・管路更

新の５ヶ年計画を進めていますが、令和５年度は、和田・乙犬地区の配水管更新工事

を継続して進めます。老朽化している第１浄水場の更新事業は、設計・施工に向けた

調査業務を行うとともに、用地取得のための鑑定等準備作業を行います。以上、令和

５年度の各課の主な取り組みについて説明いたしました。 

諸施策取組に当たっては、これまで同様、職員一丸となって努力してまいること

をお約束いたします。詳細は、当初予算特別委員会において御説明いたします。 

私自身もこれまでどおり、自らが率先して関係方面との折衝・対応に当たり、町

政発展のために邁進する所存でございますので、議会におかれましても、引き続き篠

栗町の発展のためにご尽力賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします。 

続きまして、本定例会に提案しております議案第３号から議案第２９号までの２

７議案について説明をいたします。 

議案第３号は「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」でありま

す。本議案は、現委員の西 宏円氏が、令和５年６月３０日をもって任期満了となる

ため、後任の候補者として西 邦彰氏を法務大臣に推薦することについて、人権擁護

委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求めるものであります。 

議案第４号は「篠栗町個人情報保護法施行条例の制定について」であります。本

議案は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の規定により、

個人情報の保護に関する法律が改正され、令和５年４月１日から施行されることに伴

い、所要の規定を整備するため、本条例を制定するものであります。制定の主な内容

は、個人情報保護条例において定められている規定が、個人情報の保護に関する法律

により全国統一的な規定として適用されることから、法に条例委任されている事項等

を本条例で規定するものであります。 

議案第５号は「篠栗町男女共同参画推進条例の制定について」であります。本議



－ 8 － 

案は、篠栗町における男女共同参画社会の実現を目指し、男女共同参画に関する取組

を総合的かつ計画的に推進するため、本条例の制定をするものであります。制定の主

な内容は、男女共同参画社会を実現するための基本構想を定め、町、町民、自治組織、

教育に携わる者、事業者等の責務を明らかにするとともに、施策の基本的事項を定め

るものであります。 

議案第６号は「こども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法

律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について」で

あります。本議案は、こども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係

法律の整備に関する法律が、令和５年４月１日から施行されることに伴い、関係条例

について所要の規定を整理するため、本条例を制定するものであります。制定の内容

は、法律から引用している条項の整合を図るものであります。 

議案第７号は「篠栗町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例及び

篠栗町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例の制定について」で

あります。本議案は、篠栗町個人情報保護法施行条例の制定に伴い、篠栗町個人情報

保護条例を廃止することから、所要の規定を整備するため、本条例の一部を改正する

ものであります。改正の主な内容は、本条例中、篠栗町個人情報保護条例で規定され

ている事項について、篠栗町個人情報保護法施行条例及び篠栗町議会の個人情報の保

護に関する条例で新たに規定されるものに改正を行うものであります。 

議案第８号は「篠栗町印鑑条例及び篠栗町手数料徴収条例の一部を改正する条例

の制定について」であります。本議案は、デジタル社会の形成を図るための関係法律

の整備に関する法律が施行されたことに伴い、所要の規定を整備するため、本条例の

一部を改正するものであります。改正の主な内容は、印鑑登録証明書及び住民票のコ

ンビニ交付利用について、マイナンバーカードのみの利用としているところを、スマ

ートフォン搭載の電子証明書でも利用できるように変更するものであります。 

議案第９号は「篠栗町災害対策本部条例の一部を改正する条例の制定について」

であります。本条例は、篠栗町地域防災計画の改定により、篠栗町災害対策本部の組

織体制を見直すことに伴い、所要の規定を整備するため、本条例の一部を改正するも

のであります。改正の主な内容は、災害対策本部を本部会議及び本部運営室に見直す

とともに、その組織の機能や役割を明確化するものであります。 

議案第１０号は「篠栗町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について」であります。本議案は、公益的法人等への再任用職員に

ついても派遣できるようにすること、及び、派遣団体として、一般社団法人篠栗町観
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光協会を追加するため、本条例の一部を改正するものであります。 

議案第１１号は「篠栗町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について」であります。本議案は、議会議員の報酬は、平成９年４月１日以

降、額の改定が行われておらず、その間に、社会経済情勢は大きな変化を見せている

こと等に伴い、報酬額を改定するため、本条例の一部を改正するものであります。な

お、篠栗町特別職給料等審議会条例第２条の規定に基づき、あらかじめ篠栗町特別職

給料等審議会の意見を聴取しております。 

議案第１２号は「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例の制定について」であります。本議案は、監査委員の報酬は、

代表監査委員については、平成２６年４月１日以降、議会選出監査委員については、

平成１０年４月１日以降、額の改定が行われておらず、その間に社会経済情勢は大き

な変化を見せ、その職責は重さを増していること、また、糟屋地区内での均衡を図る

ことに伴い、報酬額を改定するため、本条例の一部を改正するものであります。 

議案第１３号は「篠栗町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

の一部を改正する条例の制定について」であります。本条例は、常勤の特別職の給料

は、平成９年４月１日以降、額の改定が行われておらず、その間に、社会経済情勢は

大きな変化を見せ、その職責は重さを増していること、また、糟屋地区内での均衡を

図ることに伴い、給料額を改定するため、本条例の一部を改正するものであります。

なお、篠栗町特別職給料等審議会条例第２条の規定に基づき、あらかじめ篠栗町特別

職給料等審議会の意見を聴取しております。 

議案第１４号は「篠栗町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につい

て」であります。本議案は、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が、令和５

年４月１日から施行されることに伴い、所要の規定を整備するため、本条例の一部を

改正するものであります。改正の主な内容は、国民健康保険税の「賦課限度額」につ

いて、後期高齢者支援金分を２万円引き上げるものであります。また、国民健康保険

税の被保険者均等割額及び世帯別平均平等割額を軽減する「所得判定基準」について、

被保険者数に乗ずる金額を５割軽減の基準については５,０００円、２割軽減の基準

については１万５,０００円引き下げるものであります。 

議案第１５号は「篠栗町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について」

であります。本議案は、動物の愛護及び管理に関する法律に規定する、狂犬病予防法

の特例の適用により簡素化さされる犬の登録の登録事務に係る手数料について、無料

とする必要があり所定の規定を整備するため、本条例の一部を改正するものでありま
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す。 

議案第１６号は「篠栗町総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例の制定について」であります。本議案は、篠栗町総合保健福祉セン

ターのカラオケルームを授乳室へ変更することに伴い、所要の規定を整備するため本

条例の一部を改正するものであります。改正の内容は、室使用料の表に定めるカラオ

ケの項を削除するものであります。 

議案第１７号は、「篠栗町重度障がい者医療費の支給に関する条例の一部を改正

する条例の制定について」であります。本議案は、障がい者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律が令和５年４月１日から施行

されることに伴い、所要の規定を整備するため、本条例の一部を改正するものであり

ます。改正の主な内容は、障がい者施設等に入所した場合の特例を規定するものであ

ります。 

議案第１８号は「篠栗町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につい

て」であります。本議案は、健康保険法施行令等の一部を改正する政令が、令和５年

４月１日から施行されることに伴い、所要の規定を整備する本条例の一部を改正する

ものであります。改正の内容は、出産育児一時金の支給額を改正するものであります。 

議案第１９号は「字の区域及び区域の変更及び町（丁目）の区域の設定につい

て」であります。本議案は、住居表示の実施予定区域において、字の区域の変更及び

町（丁目）の区域の設定をするため、地方自治法第２６０条第１項の規定により議会

の議決を求めるものであります。 

議案第２０号は「町道の認定について」であります。本議案は、宅地開発により

造成された道路及び認定基準に適合する既存道路を新規路線として町道認定するため、

道路法第８条第２項の規定により、議会の議決を求めるものであります。認定路線名

は、「津波黒地区３７号線」、「高田地区３１号線」、「乙犬地区３７号線」、「篠

栗地区６１号線」及び「篠栗地区６２号線」であります。 

議案第２１号は「町道の路線変更について」であります。本議案は、宅地開発に

より、既存道路の終点延長及び幅員が変更となるため、道路法第１０条第３項の規定

により、議会の議決を求めるものであります。変更路線名は、篠栗地区２４号線であ

ります。 

議案第２２号から議案第２４号までの３議案は「令和４年度補正予算」でありま

す。 

議案第２２号は「令和４年度篠栗町一般会計補正予算（第８号）について」であ



－ 11 － 

ります。当該補正予算は、令和４年度篠栗町一般会計予算の総額に歳入歳出それぞれ

８,７９５万９,０００円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ１２５億３,４５０

万１,０００円とするものであります。 

まず歳入につきましては、法人事業税交付金を１,８００万円、地方消費税交付金

を７,０００万円、環境性能割交付金を１００万円、地方交付税を４,８８１万３,０

００円それぞれ追加し、国庫支出金を７,７４３万６,０００円、県支出金を３,０６

９万５,０００円それぞれ減額して、財産収入を１,１００万５,０００円、寄附金を

４,１００万８,０００円、諸収入を６２６万４,０００円、それぞれ追加するもので

あります。 

次に、歳出の減額補正については、主に事業費の確定・入札残・経費節減等の執

行残及び人件費によるものであります。 

主な歳出につきましては、 

総務費において、財産管理費として、光熱水費を１,２００万円減額し、企画費と

して、ふるさと寄附金返礼品１,６００万円、ふるさと寄附金支援業務委託料５７２

万円をそれぞれ追加し、情報政策費として、委託事業交付金１,１３５万９,０００円

を減額するものであります。 

民生費において、障害者福祉費として、補装具給付１００万円、児童福祉費とし

て、国庫支出金返還金１２０万６,０００円をそれぞれ追加し、児童福祉振興費とし

て、児童手当１,０９０万円を減額し、児童育成事業費として、放課後児童健全育成

事業費補助金１２５万円を追加するものであります。 

衛生費においては、予防費として、予防事業委託料２,０８４万６,０００円を減

額し、総合保健福祉センター運営費として、防災監視盤及び非常放送アンプ架更新工

事９６２万２,０００円を追加し、新型コロナウイルスワクチン接種事業として、予

防事業委託料２,４４１万３,０００円、事業運営委託料１,９８８万円をそれぞれ減

額し、国庫支出金返還金１１５万４,０００円を追加し、塵芥処理費として須恵町外

二ヶ町清掃施設組合負担金６,２３９万１,０００円を減額するものであります。 

また、諸支出金においては、基金費として財政調整基金利子積立金等、３億５,１

４７万２,０００円を追加するものであります。 

最後に、繰越明許費については、戸籍情報システム改修業務委託ほか４事業につ

きまして、総額４,６８３万４,０００円を追加するものであります。 

議案第２３号は「令和４年度篠栗町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）

について」であります。当該補正予算は、令和４年度篠栗町後期高齢者医療特別会計
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補正予算に、歳入歳出それぞれ６６６万６,０００円を増額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ４億５,８２６万円とするものであります。 

内容は、歳出では、実績見込みにより後期高齢者医療広域連合納付金を６６６万

６,０００円の増額補正。 

歳入では、後期高齢者医療保険料のうち特別徴収保険料を３７５万４,０００円の

増額補正し、普通徴収保険料を、４７６万８,０００円の増額補正のほか予算整理を

行うものであります。 

議案第２４号は「令和４年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計補正予算（第４

号）について」であります。 

当該補正予算は、令和４年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計予算を、消費税

及び地方消費税の補正により、第３条収益的収入及び支出において、支出に８００万

円を追加し、収入的収益的支出の総額を８億５,４６０万２,０００円とし、収益的支

出額に対し１,２６８万５,０００円の黒字予算とするものであります。 

議案第２５号から議案第２９号までの５議案は、令和５年度の各会計の当初予算

であります。 

議案第２５号は「令和５年度篠栗町一般会計予算について」であります。 

予算総額は１１１億１,４８９万２,０００円で、前年度当初予算に対し４億８,４

００万７,０００円、４.６％の増額となっております。 

主な増額の要因といたしましては、ふるさと寄附金に対する返礼品、障がい者福

祉及び児童福祉サービスに係る経費や、須恵町外二ヶ町清掃施設組合負担金の増額分

などであります。なお、令和５年度の予算編成につきましては、新たに策定いたしま

した第７次総合計画を踏まえ、限られた歳入財源を有効に利用できる事業等を選択し、

歳出削減に努めております。それでは、歳入歳出の主なものを御説明いたします。 

歳入の主なものといたしましては、まず、町税は、たばこ税などにおいて増収を

見込んで、対前年度比５,３９３万８,０００円増の３３億８,７１４万円を計上する

ものであります。次に、地方交付税は、対前年度比６,６１１万５,０００円増の２０

億６,５６６万５,０００円を計上するものであります。 

次に、国庫支出金は、新型コロナウイルス関連の減額等で対前年度比５,６９１万

８,０００円の減の１６億２,９２４万６,０００円を計上するものであります。 

次に、県支出金は、障がい者福祉及び児童福祉費のサービスに係る県費負担金な

どにより対前年度比９,０２７万５,０００円増の１０億５,４０４万７,０００円を計

上するものであります。 
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次に、寄附金は、ふるさと納税寄附金を対前年度比１億８,７５０万円増の３億８,

７５０万円を計上するものであります。 

最後に、町債は、臨時財政対策債の減額等に伴い対前年度比１,００８万９,００

０円減の２億２,１２３万８,０００円を計上するものであります。 

続きまして、歳出の主なものにつきましては、 

総務費において、行政事務包括委託料２億６,４１３万８,０００円、ふるさと納

税寄附金返礼品１億５,５００万円、篠栗北地区産業団地看板設置工事１,２３４万４,

０００円、住居表示実施に係るシステム対応業務委託等１,２９２万２,０００円、選

挙運動公費負担金１,１９８万４,０００円など、前年度比１億６,３００万４,０００

円増の１８億５４４万７,０００円を計上するものであります。 

次に、民生費におきましては、県介護保険広域連合費３億３,９５９万７,０００

円、自立支援サービス給付費９億５,４８０万円、予防事業委託料２,１０７万５,０

００円、後期高齢者医療療養給付費負担金３億５,９０２万１,０００円、児童運営費

委託料１０億８,８５１万８,０００円、子どもの居場所支援整備事業補助金１,２９

６万１,０００円、児童館等業務指定管理料９,４２６万４,０００円、児童館空調設

備更新工事２,９７０万円、放課後児童健全育成事業費補助金２,５４８万円など、前

年度比２億９,７９６万６,０００円増の４２億９,５８６万４,０００円を計上するも

のであります。 

次に、衛生費においては、出産・子育て応援交付金３,０００万円、予防事業委託

料１億８８９万２,０００円、オアシス篠栗地下駐車場泡消火設備改修工事１,９０３

万円、塵芥等収集運搬費２億１,０９７万６,０００円、須恵町外二ヶ町清掃施設組合

負担金４億１,９５０万７,０００円など、前年度比２,６５８万９,０００円減の、１

２億８,９２８万円を計上するものであります。 

次に、農林水産業費においては、調査委託料２,６１８万円など、前年度比４９万

７,０００円減の１億７,２７９万６,０００円を計上するものであります。 

次に、商工費においては、プレミアム付商品券補助金１,０００万円など、前年度

比２,４７４万７,０００円増の１億５１７万９,０００円を計上するものであります。 

次に、土木費においては、道路改良工事１億５００万円など、前年度比８,７０９

万６,０００円増の、４億９５７万９,０００円を計上するものであります。 

次に、消防費においては、備品購入費５,７２２万８,０００円、粕屋南部消防本

部分担金３億２,７４２万１,０００円など、前年度比８７６万７,０００円減の４億

７,５２６万１,０００円を計上するものであります。 
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次に、教育費においては、学校給食費補助金８８５万５,０００円、大規模改修・

修繕工事２,０３７万２,０００円、備品購入費２,１５４万３,０００円など、前年度

比３,０５８万８,０００円増の、１０億１,６６６万３,０００円を計上するものであ

ります。 

次に、公債費においては、起債元金及び利子償還費用として、前年度比１億５３

２万６,０００円減の７億５７０万１,０００円を計上するものであります。 

次に、諸支出金においては、特別会計等への繰出金６億６,４７８万円など、前年

度比１,２１４万９,０００円増の７億１７２万１,０００円を計上するものでありま

す。 

また、債務負担行為について、令和５年度から令和１２年度に立体駐車場管理業

務委託５,５４４万円を計上するものであります。 

最後に、地方債については、臨時財政対策債のほか６つの事業債を総額２億２,１

３３万８,０００円計上するものであります。 

議案第２６号は「令和５年度篠栗町国民健康保険特別会計予算について」であり

ます。 

当該予算は、歳入・歳出予算総額２７億８,６０５万５,０００円で、前年度当初

予算額に対し０.４％増となっております。 

歳入の主なものといたしましては、国民健康保険税５億１,７４９万７,０００円、

県支出金１９億８,１０３万２,０００円を計上いたしております。 

歳出の主なものといたしましては、保険給付費１９億３,９９７万９,０００円、

国民健康保険事業費納付金７億５,６７７万６,０００円を計上いたしております。 

議案第２７号は「令和５年度篠栗町後期高齢者医療特別会計予算について」であ

ります。 

当該予算は、歳入・歳出予算総額４億８,５７７万５,０００円で、前年度当初予

算額に対し約８.３％の増となっております。 

歳入の主なものといたしましては、後期高齢者医療保険料３億５,６３１万円、一

般会計繰入金１億２,９４５万８,０００円を計上いたしております。 

歳出の主なものといたしましては、後期高齢者医療広域連合納付金４億６,４５４

万９,０００円を計上いたしております。 

議案第２８号は「令和５年度篠栗町水道事業会計予算について」であります。 

当該予算は、対前年度比では、収益的収入７.８％増、支出１.３％減となり、資

本的収入２.６％増、支出２.６％減となっております。 
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収益的収入及び支出におきましては、収益的収入６億４,０５５万３,０００円、

同支出５億５,０８０万６,０００円で、８,９７４万７,０００円の黒字予算となって

おります。 

収入の主なものといたしましては、水道使用料５億７,４６６万９,０００円を計

上いたしております。 

支出の主なものといたしましては、福岡地区水道企業団受水費１億９,９１５万２,

０００円、支払利息８８７万７,０００円を計上いたしております。 

資本的収入及び支出におきましては、資本的収入２億２,４６０万円、同支出３億

８,３４５万６,０００円で、１億５,８８５万６,０００円の赤字予算となっています

が、不足する額は損益勘定留保資金等１億５,８８５万６,０００円で補填する予定で

あります。 

収入の主なものといたしましては、企業債２億２,４６０万円を計上いたしており

ます。 

支出の主なものといたしましては、建設改良費２億５,４４７万４,０００円、企

業債償還金１億２,８９８万２,０００円を計上いたしております。 

議案第２９号は「令和５年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計予算について」

であります。 

当該予算は、対前年度比では、収益的収入３.３％増、支出４.４％増となり、資

本的収入０.４％減、支出２.３％増となっております。 

収益的収入及び支出につきましては、収益的収入８億９,６０６万３,０００円、

同支出８億８,５３４万４,０００円で、１,０７１万９,０００円の黒字予算となって

おります。 

収入の主なものといたしましては、下水道使用料５億８２７万９,０００円、他会

計負担金１億２,５００万円を計上いたしております。 

支出の主なものといたしましては、流域下水道維持管理負担金２億７,６８４万４,

０００円、支払利息９,３４６万７,０００円を計上いたしております。 

資本的収入及び支出におきましては、資本的収入４億１,６９５万８,０００円、

同支出５億８,８６１万８,０００円で、１億７,１６６万円の赤字予算となっており

ますが、不足する額は損益勘定留保資金等１億７,１６６万円で補填する予定であり

ます。 

収入の主なものといたしましては、企業債２億８,９１０万円、他会計負担金１億

２,５００万円。 
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支出の主なものといたしましては、建設改良費１,５５１万８,０００円、流域下

水道建設負担金４,８４４万９,０００円、企業債償還金５億２,４６５万１,０００円

を計上いたしております。 

以上が、本定例会に提案いたしました議案の提案理由でございます。 

慎重審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの提案理由の説明に対し、大綱質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

ないようですので質疑を終わります。 

  日程第４、「議案の委員会付託について」を議題といたします。 

  議案第３号から議案第２９号までの２７議案を一括議題といたします。 

  お諮りいたします。 

ただいま議題となっております議案のうち、議案第３号は、人事案件ですので委

員会への付託は省略し、本日の日程といたします。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 

よって、そのように決定いたしました。 

  次に、議案第４号から議案第２１号までの１８議案につきましては、議案付託表

のとおり、総務建設・文教厚生それぞれ所管の常任委員会に付託したいと思います。 

  これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 

よって、そのように付託することに決定いたしました。 

  次に、議案第２２号から議案第２９号までの予算関連８議案につきましては、議

長を除く１１人で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託したいと思います。 

  これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 

よって、そのように付託することに決定しました。 

なお、予算特別委員会の正副委員長については、申合せにより、委員長は、７

番、栗須信治議員、副委員長は、５番、古屋宏治議員です。 

  日程第５、議案第３号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」
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を議題といたします。 

  議案の説明を平山福祉課長に求めます。 

はい、福祉課長。 

○福祉課長（平山 智久） 議案の説明をいたします。 

  議案第３号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」 

次の者を人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法昭和２４年法律

（第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

  住所 糟屋郡篠栗町中央３丁目１６番７号 

氏名 西 邦彰 

生年月日 昭和３０年３月１９日 

令和５年３月１日提出 篠栗町長 三浦 正 

提案理由、人権擁護委員西宏円氏が令和５年６月３０日をもって任期満了となる

ため、再任の候補者として法務大臣に推薦するもの。 

  履歴書等につきましては、次ページに記載しておりますので御参照ください。 

  なお、任期につきましては、令和５年７月１日から令和８年６月３０日まででご

ざいます。 

  以上でございます。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの福祉課長の説明に対し質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

  本案は人事案件でございますので、討論は省略したいと思います。 

  これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治）異議なしと認め、討論を省略し、これより採決を行います。 

  本案に賛成の方は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第３号は原案のとおり同意することに決定いたしました。 

  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

  これをもちまして散会といたします。 

散会 午前１１時００分 


